
新旧対照表（令和７年７月１日施行）

○小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱（抜粋）

新 旧

小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱

第１～第10 略

第11 自己負担上限月額

１・２ 略

３ 別表２における階層区分（低所得Ⅰ）に該当するのは、①支給認定世帯が市町村民税世帯非課税世帯（注１）であっ

て、受給者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万９千円以下である場合、又は②支給認定世帯の世帯員が要保護者若

しくは要支援者であって、階層区分（低所得Ⅱ）の自己負担上限月額を適用したとしたならば保護又は支援給付を必要

とする状態になる場合、とする。

＜低所得Ⅰに該当するか否かを判断するための収入＞

・地方税法上の合計所得金額（注２）

（合計所得金額が０円を下回る場合は、０円とする。）

・所得税法（昭和40年法律第33号）上の公的年金等の収入金額（注３）

・その他規則で定める給付（注４）

（注１）「市町村民税世帯非課税世帯」とは、支給認定世帯の世帯員が、支給認定に係る小慢児童等が指定小児慢性

特定疾病医療支援を受ける日の属する年度（指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける日の属する月が４月から

６月である場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を

含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を課されていない者（均等割及

び所得割双方が非課税）又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村

民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である支給認定世帯をいう。

（注２）「合計所得金額」とは、地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、所得税法第

35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲げる金

額を控除した額とする。

（注３）「公的年金等の収入金額」とは、所得税法第35条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。

（注４）「その他規則で定める給付」とは、規則第７条の５各号に掲げる各給付の合計金額をいう。

４～12 略

第12～第16 略

附則

１ この要綱は、令和６年12月16日から施行し、同月２日から適用するものとする。

２ 従前の様式による用紙が現にある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

附則

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

２ この要綱の施行の日（この項において「施行日」という。）以後に行われる指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医

療費の支給について適用し、施行日前に行われた指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の支給については、なお

従前の例による。

別表１ 略

小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱

第１～第10 略

第11 自己負担上限月額

１・２ 略

３ 別表２における階層区分（低所得Ⅰ）に該当するのは、①支給認定世帯が市町村民税世帯非課税世帯（注１）であっ

て、受給者に係る次に掲げる収入の合計金額が80万円以下である場合、又は②支給認定世帯の世帯員が要保護者若しく

は要支援者であって、階層区分（低所得Ⅱ）の自己負担上限月額を適用したとしたならば保護又は支援給付を必要とす

る状態になる場合、とする。

＜低所得Ⅰに該当するか否かを判断するための収入＞

・地方税法上の合計所得金額（注２）

（合計所得金額が０円を下回る場合は、０円とする。）

・所得税法（昭和40年法律第33号）上の公的年金等の収入金額（注３）

・その他規則で定める給付（注４）

（注１）「市町村民税世帯非課税世帯」とは、支給認定世帯の世帯員が、支給認定に係る小慢児童等が指定小児慢性

特定疾病医療支援を受ける日の属する年度（指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける日の属する月が４月から

６月である場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を

含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）を課されていない者（均等割及

び所得割双方が非課税）又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者（当該市町村

民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である支給認定世帯をいう。

（注２）「合計所得金額」とは、地方税法第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、所得税法

第35条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲げる

金額を控除した額とする。

（注３）「公的年金等の収入金額」とは、所得税法第35条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。

（注４）「その他規則で定める給付」とは、規則第７条の５各号に掲げる各給付の合計金額をいう。

４～12 略

第12～第16 略

附則

１ この要綱は、令和６年12月16日から施行し、同月２日から適用するものとする。

２ 従前の様式による用紙が現にある場合は、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

別表１ 略





新旧対照表（令和７年７月３日施行（令和７年６月１日施行））

○小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱（抜粋）

新 旧

小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱

第１～第14 略

第15 審査会

１ 略

２ 支給認定の申請の審査を行うため審査会で配布等する資料の取扱いには十分配慮するものとする。

なお、審査会の委員又は委員であった者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た指定医療機関の業務上の秘密又

は小慢児童等をはじめとする個人の秘密を漏らしたときは、１年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課されることに

も留意するものとする。

第16 略

附則

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

２ この要綱の施行の日（この項において「施行日」という。）以後に行われる指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医

療費の支給について適用し、施行日前に行われた指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の支給については、なお

従前の例による。

附則

この要綱は、令和７年７月３日から施行し、同年６月１日から適用する。

別表１・２ 略

様式第１号～様式第14号 略

小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱

第１～第14 略

第15 審査会

１ 略

２ 支給認定の申請の審査を行うため審査会で配布等する資料の取扱いには十分配慮するものとする。

なお、審査会の委員又は委員であった者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た指定医療機関の業務上の秘密又

は小慢児童等をはじめとする個人の秘密を漏らしたときは、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることに

も留意するものとする。

第16 略

附則

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

２ この要綱の施行の日（この項において「施行日」という。）以後に行われる指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医

療費の支給について適用し、施行日前に行われた指定小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費の支給については、なお

従前の例による。

別表１・２ 略

様式第１号～様式第14号 略


